
サーベイランス

【新型インフルエンザ発生以前】

○ 厚生労働省において、新型インフルエンザ行動計画も踏まえ、以下のサーベイラン

スを実施 していたところ。 (参考 :新型インフルエンザ対策行動計画 P24)

> 豚におけるインフルエンザのサーベイランス (新型インフルエンザウイルスの出

現監視を目的とした感染源調査 )。

> 人で毎年冬季に流行する通常のインフルエンザについて、約5,000の医療機関

(指定届出機関)における感染症発生動向調査による患者発生の動向の週毎の把

握 (感染症発生動向調査 )。

> 約500機関において、ウイルスの亜型を検査する病原体サーベイランス。 (感染

症発生動向調査 )

> インフルエンザ流行期におけるインフルエンザ関連死亡者数の把握。
> 鳥インフルエンザ (H5Nl)や その他の鳥インフルエンザ (四類感染症)の人

への感染について、医師からの届出による全数把握。      等

【新型インフルエンザ発生以後】

2009年 4月 23日 ～ 8月 14日

0 4月 26日 、メキシコにおいて、死亡例を伴うインフルエンザ患者が多数発生 して

いるのを受け、メキシコに渡航していた者を対象として、検疫所と都道府県等が連
携し、任意の健康観察を開始。

○ 厚生労働省において、メキシコ、ァメリカ、カナダにおいて、「感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症が発生したことを、平成 21年 4月 28日 朝に宣言。

0 4月 29日 、行動計画において海外発生期に「新型インフルエンザの症例定義を明
確にし、随時修正を行い、関係機関に周知する。」とあることから、米国の症例定
義を参考に、国立感染症研究所感染症情報センターの意見を踏まえつつ、「新型イ
ンフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)に 係る症例定義について」 (結核感染
症課長通知)を発出した。

また、本通知のなかで、行動計画には、海外発生期において「感染のみられた集団
(ク ラスター)を早期発見するために、アウトブレイクサーベイランスを開始する。」
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とあることか ら、WHOに おける定義を参照 しつつ、同通知において、医療機関が原因

不明の呼吸器感染症患者のアウ トブレイク (集団発生)を確認 した場合に、都道府県

へ直ちに連絡することとした。                '

(参考)発 生国への渡航歴・滞在歴については、以下の 2つの観点から、症例定義

の要件に含めることとした。

① インフルエンザの流行がまだ終息しておらず、発生国への渡航歴・滞在歴がなけ

れば、季節性インフルエンザの患者が新型インフルエンザ疑い患者として報告さ

れてしまうこと

② 季節性インフルエンザ患者も含めた多くの疑い事例の全てに、確定検査(PCR検査)

を行うのは不可能であったこと。

※ 感染症発生動向調査によれば、季節性第 16週 (4月 13日 -4月 19日 )に 20万人のインフルエンザ患者が推
定されていた。 (4月 23日 時点で判明)

<参考>症例定義抜粋

疑似症患者

医師は、38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状があり、かつ次のア)イ )ウ)工 )のい

ずれかに該当する者であって、インフルエンザ迅速診断キットによりA型陽性かつ B

型陰性となったものを診察した場合、法第 12条第 1項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。ただし、インフルエンザ迅速診断キッ トの結果が A型陰性かつ

B型陰性の場合であつても、医師が臨床的に新型インフルエンザ (豚インフルエンザ

HlNl)の 感染を強 く疑う場合には、同様の取 り扱いとする。

ア)10日 以内に、感染可能期間内にある新型インフルエンザ (豚インフルエンザ H
lNl)患 者 と濃厚な接触歴 (直接接触 したこと又は 2メ ー トル以内に接近 したこと

をいう。以下同様。)を有する者

イ)10日 以内に、新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)に 感染してい

るもしくはその疑いがある動物 (豚等)と の濃厚な接触歴を有する者

ウ)10日 以内に、新型インフルエンザウイルス (豚インフルエンザヴイルスHlN
l)を含む患者由来の検体に、防御不十分な状況で接触した者、あるいはその疑いが

ある者

工)10日 以内に、新型インフルエンザが蔓延している国又は地域に滞在もしくは旅

行した

0 5月 1日 、「新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)の 症例定義についてJ

(事務連絡)にて、メキシコ、アメリカ、カナダをそれぞれ「新型インフルエンザが

蔓延している国又は地域Jに定めた。また、同日、「新型インフルエンザの診断検査

のための検体送付について」 (事務連絡)において、自治体における積極的疫学調査
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○

○

○

○

や診断検査に資するべく、実施要綱 (暫定版)を送付。

5月 2日 、全国の地方衛生研究所 口検疫所等への、国立感染症研究所で作成した検査

試薬 (プ ローブロプライマー)の配布、検査指針等の提供が完了し、全国規模での診
断検査体制の構築が可能となった。

※ 4月 24日 には、国立感染症研究所において、米国 CDCが公表したカルフォルニ

ア株の遺伝子配列を入手し、プライマーの作成に着手している。

5月 4日 、「新型インフルエンザの診断検査のための検体送付について」 (事務連絡)

において、ウイルス遺伝子検査 (PCR検査)の精度を確認するため、地方衛生研究所
における検査と同時に、国立感染症研究所に検体を搬送し、確定検査を行うこととし
た。

5月 9日 、症例定義の要件を十分に満たさない疑似症患者の報告例などが続発した
ことなどから、「新型インフルエンザ疑似症患者の取り扱いについて」 (事務連絡)

を発出し、疫学的な関連性の確認や除外診断の徹底などを依頼した。

5月 9日 、地方衛生研究所において、患者の届出に関する検査体制が整備されたこ

となどから、症例定義 1回 目の改定を行い、最終的な検査結果の確定については、
国立感染症研究所において行うこと及び法に基づく届出にあたっては都道府県が
「当該感染症にかかっていると疑うに足りる理由な理由」があるかについて確認す
ることとした:

一
※「当該感染症にかかっていると疑うにたる正当な理由」は、

的に加味 して判断することとした。

① 疫学的な情報から、感染の疑いが濃厚であるか。
② 他の疾患に罹患している可能性について除外したか。
③ 臨床的にインフルエンザを疑わせる症状等があるか。

以下のような観点を総合 |

0 5月 13日 、「停留をはじめ、新型インフルエンザの潜伏期間に基づいて実施され
ている各種の水際対策については、その潜伏期間を7日 間であることを前提として

取り組むように要請する。」との専門家諮問委員会の提言を受け、5月 13日 に症

例定義の潜伏期間に関わる日数の要件を変更した (症例定義を改定 (2回 日))。
※ 同日、健康監視の期間も 10日 間から7日間へ変更

0 5月 16日 、兵庫県神戸市において国内最初の新型インフルエンザ患者の発生を確
認。

0 5月 16日、「新型インフルエンザのサーベイランスの強化について」(事務連絡)
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において、国内でのインフルエンザの集積 (ク ラスター)や重症なインフルエンザ

が発生した場合に医師から自治体への報告を徹底するように依頼。

※ 5月 16日 、症例定義においては国立感染症研究所の検査結果をもって患者の確定を

行つていたが、地方衛生研究所における検査態勢の整備状況等を勘案し、神戸市にお

いて第 4例 目から、地方衛生研究所の検査結果をもって確定することにした。(続け

て17日大阪府、兵庫県、18日 全国の地方衛生研究所及び検疫所にて、最終確定診断

を可能とした)また、最終的な確定については地方衛生研究所において行うこととし

た。

5月 22日 、新型インフルエンザ患者の発生及び患者数の増加を踏まえ、症例定義

の 3回 目の改定。症例定義の要件から渡航歴・滞在歴をはずすとともに、「当該感

染症にかかつていると疑うに足りる正当な理由」(疫学的な関連等)を、「感染が報

告されている地域 (国内外)への渡航歴 口滞在歴」などとした。

5月 22日 の「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運

用指針」の策定と併せて変更することとした。

5月 22日 、「インフルエンザ施設別発生状況に係る調査について」(結核感染症課

長通知)において、従来行つていた休校調査について、感染状況を踏まえ高等学校

を対象施設に追加した。

5月 28日 、「 新型インフルエンザにおける病原体サーベイランスについて」 (事

務連絡)を発出し、これまでの季節性インフルエンザに関する病原体サーベイラン

スにおいて、新型インフルエンザの検査についても可能な限り実施し、サーベイラ

ンスに入力するように依頼。

6月 10日 、「新型インフルエンザの早期探知等にかかるサーベイランスについて (依

頼)」 (事務連絡)において、①インフルエンザ様患者の集団発生②入院を要する

インフルエンザの患者の数について、保健所で把握し、国へ報告するように依頼。

6月 10日 、「インフルエンザウイルスにかかる病原体サーベイランスの強化と調査

について (依頼」 (事務連絡)において、国内における新型インフルエンザのウイ

ルスの広がりを迅速に把握するため、地方衛生研究所に対し病原体定点医療機関に

おいてインフルエンザの患者から採取され、送付されたすべての検体について、季

節性インフルエンザ及び新型インフルエンザの検査を行うよう依頼する等、病原体

サーベイランスの強イヒを行なつた。

0 6月 19日 、厚生労働省の運用指針の改定。サーベイランスについては、「感染拡大

○

※

○

○

○

○
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の早期探知」、「重症化及びウイルスの性状変化の監視」、「インフルエンザ全体
の発生動向の的確な把握」を着実に実施していくこととし、全数把握からクラスタ
ーサーベイランス等を中心とした体制に切り替えることとしたが、その移行にあた
つては、一定の準備期間を設けることとした。

0 6月 25日 、「新型インフルエンザにかかる今後のサーベイランス体制について」(事

務連絡)において、運用指針を踏まえ、今後のサーベイランス体制 (注)について
の考え方及び実施の方法を提示.ク ラスターサーベィランスにおいては、学校、社
会福祉施設、医師から保健所へ発生の連絡を依頼。

(注)ク ラスターサーベイランス、インフルエンザ様疾患発生報告、ウイルスサーベイラ
ンス、インフルエンザ入院サーベイランス、インフルエンザサーベイランス

0 6月 25日 、「新型インフルエンザの国内発生時における積極的疫学調査について」
において、運用指針を踏まえた積極的疫学調査の進め方の考え方等について提示。

0 7月 22日 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一

部を改正する省令 (平成21年厚生労働省令第133号)が公布され、併せて、「新型
インフルエンザ (A/HlNl)に係る症例定義及び届出様式等について」 (結核感染症
課長通知)が発出されたもそれぞれ24日 から施行、適用されており、これにより、
法第12条の規定に基づく医師の届出の対象が、集団発生事例に限定されることとな
つた (全数把握の中止)。

0 7月 24日 、「新型インフルエンザ (A/HlNl)に係る今後のサーベイランス体制につい
て」 (新型インフルエンザ対策推進本部)を発出し、全数把握の中止に併せ、クラス
ターサーベイランス等の報告に係る手続を整理し、より迅速な情報収集や対応が必要
となる場合 (大規模な集団発生や重篤な入院患者等)に係る事務局への速やかな連絡
やiNESIDの活用について依頼。その他、地域の発生状況や検査体制に応じたウイルス

検査を実施するよう依頼。

2009年 8月 15日 ～ 12月

0 8月 25日 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一

部を改正する省令 (平成21年厚生労働省令第136号)が公布、施行され、法第12条

に基づく医師の届出が、当分の間、不要であることとされた。併せて、「新型イン
フルエンザ (A/HlNl)に 係る今後のサーベイランス体制について」 (新型インフル
エンザ対策推進本部)等 を発出し、報告の対象となるクラスターの規模を見直す等、
簡便かつ迅速に大規模な集団発生の端緒を把握する仕組みを整備した。

0 10月 1日 に、「基本的対処方針」及び厚生労働省「医療の確保、検疫、学校 口保育
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施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針 (二訂版 )」 が改定され、10月 8日 に

「新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に係る今後のサーベイランス体制について (改訂

版 )」 を発出し、クラスターサーベイランスの報告対象は、医療機関 ,社会福祉施

設等において、7日 以内に10人以上の患者が集団発生 した場合に限定 し、施設長等

からの連絡により把握することとした。

0 12月 14日 、「新型インフルエンザ (A/Hl Nl)に 係る今後のサーベイランス体制につ

いて (二訂版 )」 (事務連絡)を発出した。この改訂により、クラスターサーベイラ

ンスの報告対象施設で、集計に負荷を与えていた保育所の報告を除き、入院サーベ

イランスでは、報告対象をインフルエンザ様症状を呈する患者としt PCR検査につ

いては、死亡例又は重症化 した患者のみに限定 した。
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発生地派遣

1.横浜市

04月 30日 :疑い症例が入院している病院に厚生労働省職員を派遣。
05月 1日 :横浜市保健所と当該病院との調整目的で厚生労働省職員を派

遣

05月 3日 :疑い症例が入院している病院、横浜市保健所に厚生労働省職
員を派遣

/〈成果〉患者の病状など病院から聴取し、本省に報告するとともに横浜市
とのリエゾン役を果たした。

2.京都府

05月 5日 :疑い症例が入院している病院、京都府庁に厚生労働省職員を
派遣

3.成田空港

05月 8日 ～15日 まで :カ ナダ発、アメリカ経由で成田空港に到着した乗
客のうち、4名 が新型インフルエンザに感染していることが確認され、
国立感染症研究所職員、FEttP5名 が派遣される。

/〈成果〉日本初の新型インフルエンザ発生事例について、検疫後の患者、
停留者を対象とした疫学調査を実施した。これにより、その後の対応に
有用な疫学情報等を早期に収集することが出来た。

4.神戸市

05月 16日 ～29日 まで :兵庫県神戸市で国内最初の新型インフルエンザ
患者の発生が確認され、厚生労働省職員、国立感染症研究所職員、FEttP4

名が派遣される。

05月 19日 :神戸市派遣チームより「神戸市・兵庫県における新型インフ
ルエンザアウトブレイク対応」の現時点でのまとめについて報告あり。

05月 20日 :神戸市派遣チームの報告結果に基づき、舛添厚生労働大臣が
「神戸市における新型インフルエンザの臨床像 (43例の分析)」 として
感染者の臨床情報について記者会見。

/〈成果〉新型インフルエンザ発生初期の積極的疫学調査を実施したこと
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により、新型インフルエンザ症例の臨床像、疫学的リンクが切れた症例

が発生しているかどうか (市中感染が広がっているかどうか)等の疫学

状況の確認を行つた。

また、積極的疫学調査により、感染経路、症例の重症度、疫学的リン

クの全体像などの情報が得られた。現地においては、発生初期で現場対

応に苦慮する自治体に対して、時機を提えた助言を行うことが出来た。

そして、積極的疫学調査で得られた神戸市のデータをWHOに提供するこ

とで、6月 12日 にWER(Weekly Epidemlological Record)と して全

世界に配布され、発生初期に日本発のデータを提供することが出来た。

5.大阪府

05月 17日 ～30日 まで :大阪府内の中高一貫校における新型インフルエ

ンザ集団発生事例等の調査のため厚生労働省職員、国立感染症研究所職

員、FETP2名 が派遣される。

05月 22日 :大阪府派遣チームの報告結果に基づき、舛添厚生労働大臣が

「大阪府における新型インフルエンザの臨床像 (69例の分析)」 として

感染者の臨床情報について記者会見。

O府 内の病院での医療従事者発症に対する対応について調査を行つた。新

型インフルエンザの院内発生事例に対して具体的な対応を行う際の指

針となった。

○ 大阪府内の中高一貫校における血清疫学調査を行つた。  ・

/〈成果〉感染状況等についての調査結果が大阪府における学校閉鎖期間

の判断に寄与した

6.京都市

05月 25日 ～29日 まで :京都市に厚生労働省職員、国立感染症研究所職

員、FETPl名 を派遣。現地調査を実施。
/〈成果〉患者の病状など病院から聴取し、本省に報告するとともに京都市

とのリエゾン役を果たした。

7.滋賀県

05月 26日 :滋賀県に厚生労働省職員、国立感染症研究所職員、FETPl名

を派遣。現地調査を実施。
/〈成果〉患者の病状など病院から聴取し、本省に報告するとともに滋賀県

とのリエゾン役を果たした。
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8. 福岡市

06月 8日 ～23日 まで :福岡市内の小中学校における新型インフルエンザ

集団発生事例調査のため、厚生労働省職員が派遣される

06月 9日 ～20日 まで :同 じく国立感染症研究所職員、FEttP2名 の疫学調

査チームの派遣。

06月 19日 に国立感染症研究所職員等から福岡市に対 して中間報告を実施。

/ く成果〉積極的疫学調査により、感染経路、症例の重症度、疫学的リンク

の全体像などの情報が得られた。現地においては、発生初期で現場対応

に苦慮する自治体に対 して、時機を捉えた助言を行うことが出来た。

船橋市

06月 11日 ～19日 まで :船橋市内の小中学校における新型インフルエン

ザ集団発生事例調査のため、国立感染症研究所職員 4名 の疫学調査チー

ムの派遣。

06月 26日 に国立感染症研究所職員等から船橋市に対 して中間報告を実施。

/〈成果〉積極的疫学調査により、感染経路、症例の重症度、疫学的リンク

の全体像などの情報が得られた。現地においては、発生初期で現場対応

に苦慮する自治体に対 して、時機を提えた助言を行うことが出来た。

9.
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○各分野における対策の内容や実施方法、関係者の役割分担等を明記。

O本ガイドラインの周知・啓発により、国、自治体、企業、家庭、地域等における具体的な取組を促進。

Ｉ
Ｎ
Ｎ
‥

1■水際対策に関するガイドライン  :  ■ ‐ |     :     :    : 二| ‐||
■■|||ウイルスの侵入防止や在外邦人の円滑な帰国の実現に向けt感染症危険情報発出、検疫集約化、入国制限等を実施:｀
211検疫l手関するガイドライジ :    |.                   :     ■|

●:検痺措置(検査、隔離等)の詳細な手llkや留意点、関係機関の連警等を示し、寒施体制を整備。        ||
3:感染拡大防止に関するガイドライン                          ー   ‐

I初動対応や地域・職場における対策により、国内でのまん延を可能な限り抑制。                |

41医療体制に関するガイドライン  il   l   l:  |   ‐

=1才

裂 郭 理 5寧翡 畔 躙 粉 言鞘

'172行'「

す 甲71FT'鴨
‐

■ i● :タミフル等の流通体制を整備するとともに:医療機関に対し適切な治療・予防投与の方法を普及。

6.ワクチン接種に関するガイドライン(検討中)

| :バンデミックワクチン等の接種対象者:順位及び供給・接種体制等を提示。

17:事業者‐1職場における新型インフル平ンザ対策ガイドライン      :      :  |
1111=事業継続計画の策定等:事業者や職場における社会日経済機能の維持等に向けた取組を促進。
F色:.|^1家1凛びⅢ義I平

:お
l■る新型イジラル|ンサ対朱|=■す|ガィドライン        |

‐

=|: .:個
人t家庭や地域に求められる準備や発生時1平おける適切な行動を啓発(外出`集会自粛、学校休業等)。

11911情報提供1共有 (リスクコミユニケーシヨン)に関するガイドライン
:国民や関係機関に適切な情報提供を行うことにより、その理解と協力を求め、社会的混乱を防止。

lo.埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
:死亡者が多数となった場合の埋火葬に関する体制を整備。



(ガイドラインの概要 )

1:1水際対策に関するガイドライン
海外で新型インフルエンザが発生した場合の水際対策については、次の2つの課題の

両立を可能な限り追求。

【課題】

1.ウイルスの侵入防止を徹底し、国内でのまん
延を可能な限り防ぐ

2.帰国を希望する在外邦人の円滑
な帰国を実現する

‥
Ｎ
ω
ｌ

【対策の概要】

O WHOが フェーズ4を宣言した場合、直ちに新型インフルエンザ対策本部を設置し、
次の初動対処方針を決定。

※ WHOの宣言前であつても、新型インフルエンザの発生が強く疑われる場合には、関係
閣僚会議を開催し、初動対処方針を決定。

癖米1痺危険情報 :薫外邦本等|1対し,淳航延期、1帰国の検討等について情報提供
:

なる場合ti在外邦1人の帰国手段を確保|(政府

|↑
‐甲1今

‐9^甲す!曝
‐
‐亨評壻亨|||う1牛1甲からの1外国人の入国を制限・ ||■■■|

1検
1痺集約化   : 発生国:からの便を検痺実施空港,港を4空港・3港等に集約化 :■

停留措置  ■ ‐啓1染?おそれのある人甲煮奮宿泊

“

設等で、最本191門停貿|

※水際対策については、国内での感染の拡大に応じ、段階的に縮小
2
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2:検疫に関するガイドライン

水際対策の一環として、ウイルスの国内侵入を可能な限り防止するため、新型インフ

ルエンザ対策本部等の決定に基づき、検疫措置の強化を開始。

【対策の概要】

墨重二革翼菫]11三ま1皇曇事鰤 :ギ1藁l凛彗イ:藝1撃幸華 曇 :曇輩:二塁曇 1≒護珪1辞:=1茸:董菫覇 碁 li燿

検疫集約化    発生国からの旅客機・客船に対する検疫の実施を次の空港・港に

集約化
・ 4空港 (成田、関西、中部、福岡)

・ 3港 (横浜、神戸、関門)等

検疫の流れ    旅客機・客船からの検疫前通報 → 機内・船内での健康質問票
配付 → 医師の診察 → 隔離・停留・健康監視

実施体制    関係機関の初動体制、検査体制、患者搬送体制等の整備

情報収集・提供等 情報収集・共有、出入国者への情報提供等

関係機関の連携  入国管理局、税関、警察、海上保安部署、航空会社・旅客船会社

等との情報共有、連携強化

職員の安全確保  感染防止策 (個人防護具等)、 感染曝露の場合の予防投与、家族
への感染防止等

3
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||11感楽麻 け工
il=‐関するガイドラ|イジ■■|

国内で患者が発生した場合、医療機能の維持等の観点から、流行速度を緩めるための
感染拡大防止対策を講ずることが重要。

議させ、抗
|イ

ンフルエンザ:ウ イル不薬等によ |‐

患者との接触 ○ 患者からウイルスの曝露を受けた者に対し、健康観察、外出自粛の
者への要請  要請、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与等を実施

1,11■オ嘗鼈普部雪算||もえ島轟鰭|

:め1半1断を行うこともありうる1■ ■|||| |||

聾ll警7「デザF辱すTP写言ず〒‐1111
1等.否1特定多数10者が集ま|う活動―の■1粛|■ |‐

艶関の和l用

'自

粛11■ |■■■‐1■|||■

=|■
11

職場対策   ○ 職場内感染を防止し、出勤する職員を減らしつつ、重要業務を継続

催テ〒11=隼貰言韓灘震豊皇艤童撃勢霧曇章誹六札‐||=
4



カー ド

(様式 3)

日本に入国・帰国される方ヘ

現在、世界的に新型インフルエンザが発生しています。

この病気は、感染してから1～ 7日 後に症状が出ることが確

認されています。

このため、現時点では症状がなくても、今後―週間以内に発

熱等の以下の症状があれば、医療機関で|さなく、まずは最寄り

の自治体が設置している発熱相談セン生■または保健所に電

話で連絡し、その指示に従つて下さい。

既にこのような症状がある方は、検疸宣rお申し出下さい。

口発 熱  日鼻汁、鼻閉・ コ咽頭痛  ・咳

また、ご家族等の健康状態に異状があつた場合も、最

寄 りの発熱相談センタニまたは保健所にご連絡下さい。

*都道府県による新型インフルエンザ相談窓口(2009年 6月 1日現在)

http://wWw.mhlw.go.jp/kihkyu/kenkOu/influenza/Q90430-02.html

その際、あなたが一週間以内に外国に滞在されていた

こともお伝え下さい。

上記の対応は、、あなたご自身だけではなく、ご家族や

同僚、友人のためにも重要です。ご協力をお願いします。

厚生労働省・検疫所
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平成 21年 9月 24日

衛生主管部 (局)長 殿

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

学校 。保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方について

今般の新型インフルエンザ (A/HlNl。 以下同じ。)に関する学校・保育施設等

の臨時体業については、「基本的対処方針」(平成 21年 5月 22日 改定)に基づき厚生

労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する

運用指針 (改定版)」 (平成 21年 6月 19日 改定、同月 25日 付け事務連絡により貴職

あて周知。)に基づき御対応いただいてぃるところです。

今般、文部科学省より、各都道府県教育委員会等からの要望を踏まえ、「新型インフ

ルエンザ流行時における学校等の臨時休業に関する基本的考え方」を示すことについて、

検討を依頼されました。

この依頼を受け、厚生労働省において、平成 21年度厚生労働科学研究費補助金 (新

興再興感染症研究事業)「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究」

(主任研究者 押谷仁)研究班の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関す

る基本的考え方」(別紙 2)を踏まえ、「学校 。保育施設等の臨時休業の要請等に関する

基本的考え方」暢り紙 1)を取 りまとめましたので、臨時休業の際の意思決定の一助 と

して御参考にして下さい。

また、平成 21年 9月 11日 に世界保健機関 (WHO)が学校における新型インフル

エンザ対策に関する提案を発表したことを受け、その仮訳 (別紙 3)を作成しましたの

で、併せて御参考にして下さい。
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学校 口保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

厚生労働大臣が定めた「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関わる運用

指針」 (平成21年 6月 19日改定)において、学校・保育施設等で患者が発生した場合、都道府

県等が、当該学校・保育施設等の設置者等に対し、必要に応じ臨時休業を要請する」こととされセ

い25。

今般、これまでに得られているエビデンスをまとめた平成21年度厚生労働科学研究費補助金

(新興再興感染症研究事業)「新型インフルエンザ大流行時の公衆衛生対策に関する研究J(主任研

究者 押谷仁)研究班の「新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方」を

踏まえ、厚生労働省において「学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する基本的考え方」を取

りまとめたので、学校・保育施設等の臨時休業の際の意思決定の一助
′
として御参考にされたい。

1.臨時休業の種類

臨時休業には、地域での流行早期に公衆衛生対策として行われる「積極的臨時休業」と、地域で

流行が拡大した後に、多数の生徒や教師が休んだ時に行われる「消極的臨時休業」がある。

「積極的臨時休業」は、地域で最初の感染が確認された時など少数の発症者しかいない時点で積

極的な臨時休業を行うことで、地域への感染拡大を抑える効果があると考えられている。

「消極的臨時休業」は、地域ですでに感染が拡大しており、施設において多数の発症者を確認し

た時に行われるが、一般には地域への感染拡大を抑える効果は限られている。 多数の発症した生

徒が休むことで授業を進めることができない場合など、学校運営上の対策を講じる目的がある場合

等に適合したものと考えられる。               ′

2.流行の段階に応じた臨時休業の考え方

臨時休業については、上記 2種類があることを踏まえ、流行の段階を少なくとも、流行の開始の

前後で二段階に分けて、都道府県等、及び学校・保育施設等の設置者等において検討されることが

望まれる。

流行初期の段階である第一段階においては、「積極的臨時休業」を行うことが考えられる。例え

ば、学校において、少数の患者が確認された時点でt学級レベルのみならず、学年閉鎖、休校、患

者の発生が認められていない近隣地域の学校の休校などの措置を行うことにより、学校だけでなく

地域での感染拡大を抑える効果が期待できる。明確な人数の基準を示すことは困難であるが、これ

までに国内で得られた知見からは、学級内に 1例の新型インフルエンザ感染者が発生した段階で対

応を実施すると、より高い防疫上の効果が得られる。インフルエンザの一般的な感染性を有する期

間なども考慮して、閉鎖期間は、5～ 7日 間を要すると考えられる。その実施には、社会的影響や

経済的影響とのパランスの下に、各地域の状況、対象とする学校、施設の性質・年齢層を考慮に入

れた判断が必要とされる。さらに、授業以外の課外活動などについても、感染の拡大を抑える目的

を持つてこ学習塾や地域の生徒・学生が集まる行事なども含めて幅広く対策を検討する必要がある。
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流行が広がった後である第二段階においては、「消極的臨時休業」を行うことが考えられる。感

染が拡大した段階に相当するので、地域の実情を反映しつつ、多くの発症者が確認された時に事業

等の運営継続維持の判断に応じて、臨時休業すべきかの検討を行う。

例えば、学校においては、多くの生徒が発症し、欠席となった時点で、まずは学級閉鎖レベルで

検討を行う。この際には、臨時休業以外の下記 3の対策についての検討も同時にされる

^き

である。

当該地域が、第二段階にあるかどうかについては、都道府県等や保健所ごとのインフルエンザ定

点当たり報告数、学校・保育施設等内での患者発生動向、周辺地域の学校欠席率や学校閉鎖および

クラスターの発生状況を鑑みて判断されることとなる。第二段階を規定する疫学的に明確な指標は

ないものの、たとえば、地域で定点あたり報告数が 1を超えた後に急上昇を始めた時などが考えら

れる (前週の倍を超える等)。 ただし、流行の状況は常に変動しており、短い期間で第一段階に戻

る可能性もあることも考慮する。目的に応じた臨時休業の判断は、これらの状況を学校・教育委員

会および保健部局との間で随時評価していく必要がある。第二段階の閉鎖期間は、学校・保育施設

等の運営上の目的に応じて、5～ 7日 より短縮することも考えられる。この際にも、社会的影響・

経済的影響とのパランスを勘案した判断が必要である。

なお、基礎疾患を持つ者などハイリスク者がいる集団においては、ハイリスク者を感染から守る

観点も踏まえ、臨時休業を考慮すべきである。

3.学校 口保育施設等における感染拡大を防ぐための対策

感染拡大を防 ぐための対策は、臨時休業だけではない。まずは、インフルエンザ発症者を外出さ

せないことを徹底すべきである。そのためには、毎日の登校 (園 )・ 出勤前の検温を義務づけること

等、発熱している者や呼吸器症状を呈する者を幅広く休ませることが重要である。さらに、発症後

は、他者への感染を防ぐために少なくとも解熱後 2日 間、出来れば発症後 7日 間の欠席・欠勤措置、

外出自粛の要請等を行うことが必要である。

4.その他、配慮すべき事項

今後、致死率が上昇するなどの疫学的な状況に変化があつた場合には、第二段階に入つていたと

しても、別の状況ととらえ、新たな感染拡大防止 口重症者発生の抑制を目的とし、公衆衛生対策を

強化することも考えられる。

入所型の施設等の開鎖措置が採りがたい場合は、インフルエンザを発症した患者の隔離、接触者

の調査や咳エチケット・マスク着用、ハイリスク者における予防投薬、職員の欠勤措置等を主体と

すべきである。
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平成 21年度厚生労働科学研究費補助金 (新興再興感染症研究事業)「新型インフルエンザ

大流行時の公衆衛生対策に関する研究」(主任研究者 押谷仁)

新型インフルエンザ流行時における学校閉鎖に関する基本的考え方
東北大学医学系研究科微生物学分野 神垣太郎・押谷仁

新型インフルエンザ A/HlNlによるパンデミックによる被害が拡大している。世界保

健機関 (WHO)に よれば9月 H日 現在ですでに 3000例以上の死亡例が全世界で報告さ

れている。さらに人口が多く集中している北半球では本格的なインフルエンザの流行シ

ーズンをこれから迎えるために、今後大きな健康被害が起こることが危惧されている。

従来から公衆衛生的な対応 (Non―pharmaceutical lntervention:NPI)に よる被害軽

減が新型インフルエンザ対策では重要であると考えられ、その中でも学校閉鎖はウイル

スの拡散を抑えるために最も重要な対策の1つ としてあげられていた。日本においても

5月 に最初の流行があつた際には、神戸や大阪などで積極的な学校閉鎖を行つたが、そ
の後は、今回の新型インフルエンザの病原性が、新型インフルエンザに想定されていた

よりも高くなかうたこともあり、徐々により積極的な学校閉鎖をすることが難 しくなつ

てきている。2学期を迎え、各地で学校での流行が相次いで報告されているが、学校閉

鎖の意義や 目的が十分に整理されていないままに、各 自治体により異なる基準が作成 さ

ている。ここでは地域での学校閉鎖のあり方を考えるため、学校閉鎖についてこれまで

得 られているエビデンスをまとめていきたい。

1.学校閉鎖 (School Closure)の 種類

学校閉鎖の基本的な方法としては次の 2つが挙げられる (1)。

1)消極的学校閉鎖 (Reactive SchOol Closure)

これは多数の生徒や教師が休んだ時に行われる学校閉鎖あるいは学級閉鎖のことで、

日本では、季節性インフルエンザの際に、欠席率がある一定の割合に達した時に学校閉

鎖・学級閉鎖を行つているので、日本で通常行なわれているような学校閉鎖・学級閉鎖

は消極的学校閉鎖ということになる。一般には消極的学校閉鎖では地域への感染拡大を

抑える効果はほとんどないと考えられている (1)。

2)積極的学校閉鎖 (PrOactive School Closure)

｀
これは地域で感染拡大が起こる前に積極的に学校閉鎖をおこなうものであり、地域の

感染拡大を抑えるためにはこのような積極的な学校閉鎖が必要であると考えられてい

る。日本の新型インフルエンザガイドライン (平成 21年 2月 改訂版)において、都道

府県で最初の感染が確認された時点で学校閉鎖を行 うとしているのは、積極的学校閉鎖

により地域への感染拡大を抑える効果を期待している。
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2。 学校閉鎖はなぜ地域での感染拡大を抑えるために有効なのか

インフルエンザは季節性インフルエンザであっても新型インフルエンザであつても

学校が地域全体の感染拡大に重要な役割をはたしていることが知られている(2)。 その

理由として学校に通学する年齢層の子供では一般にインアルエンザの罹患率が高いこ

と、学校では多くの生徒同士の濃厚接触が起こる頻度が高く、大きな流行が起きやすい

ことがあげられる。この結果、インクルエンザの流行は学校を起点として地域に広がつ

ていくことが多いとされている。早期に学校を閉鎖することは地域への感染拡大を抑え

る効果があるとされているのはこのためである。学校閉鎖は各国の新型インフルエンザ

パンデミック対策においても、公衆衛生上の重要な対策とされている。アメリカの

Community Strategy for Pandettic lnfluenza Mitigatibn(February 2007)の 中でも

学校閉鎖は地域での被害軽減策 (Community Mitigation)の 重要な柱の一つとして位

置づけられている(3)。 しかし、学校閉鎖の季節性インフルエンザおよび新型インフル

エンザに対する効果を科学的に示しているデータは限られている(り。

3.学校閉鎖に関するエビデンス

1)季節性インフルエンザの流行期における観察研究

学校閉鎖の季節性インフルエンザに対する効果を示したものとしては、イスラエル

でインフルエンザシーズンに起きた学校教員のス トライキの間に呼吸器感染の診断お

よび外来患者が減ったとするものがぁる(5)。 またフランスのインフルエンザサーベイ

ランスのデータから学校が冬休みの期間にインフル手ンザ感染の頻度が減少すること

が示されている(0。 一方で、香港における 2007/2008年 シーズンにおける学校閉鎖の

影響を観察した研究(7)では、明らかな学校閉鎖によるインフルエンザ患者数、インフ

ルエンザウイルス分離数あるいは基本再生産係数 (一人の感染者からどれだけの 2次感

染者が発生するのかを示す値で、感染性の程度を示す指標)については効果を認めてい

ないが、これは学校閉鎖を実施した時期にすでにインフルエンザの流行が低下している

ためではないかという意見もある(8):

2)疫学モデルの結果

最近、インフルエンザの感染性に関するパラメータをもとにした疫学モデルを利用し

て公衆衛生対応の介入を評価した研究が多く発表されている。具体的には過去のインフ

ルエンザパンデミックのデータをもとに基本再生産係数を設定したうえで、罹患率の低

下や流行曲線の性状の変化などに基づいて検討するものである。この中で、学校閉鎖は

パンデミック対策としても有効であることが示されている。以下にこれまで発表されて

いる主な研究結果の要約を示す。
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● Ferguson NMら によれば、学校閉鎖はピーク時の罹患率を 40%ま で減少させる。

しかし流行期間全体の罹患率はほぼ変わらない。他の対策と組み合わせれば流行規

模をかなりの程度減少させられる(9)。

● Germann Tら によれば、昨 1.6では学校閉鎖単独でも有効であるが、RO=1.9以

上では限られた効果しかない。しかし他の対策と組み合わせれば ROが高くても有効

であるとしている(10。

● Carrat Fら によれば、早期に学校閉鎖を行なえば (人 口 1000人 の地域で 5人の患

者が出た時点)、 非常に有効である(11)。

● Glass IUら によれば、学校閉鎖は有効な対策だが、学校閉鎖により学校以外の接触

が増えると効果なし。学校閉鎖と同時に子供の自宅待機をすることが最も有効であ

る(12)。

● Vynnycky Eら によれば、学校閉鎖は ROが高いと(2.5～3.5)わずかな効果しかない。

RO=1.8で あればある程度は効果があるが全体の罹患率を22%程度下げるのみであ

つた(13)。

● Haber MJら によれば学校閉鎖にはわずかな効果しか見られないとしているが、こ

の場合は発症率が 10%なった段階で 2口間の学校閉鎖をすると仮定している(1の。

したがつて早期の学校閉鎖ではなく、日本で毎年行なわれている季節性インフルエ

ンザに対する学校閉鎖に近い状況を想定している。

これらの疫学モデルの結果をまとめると、早期の学校閉鎖はウイルスの感染性が低い

場合には有効であるが、感染性が高くなると学校閉鎖単独ではその効果が限られる。し

かし他の対策(接触者の自宅待機 。予防投薬 。早期治療)な どを同時に行なえば、感染性

がある程度高くても学校閉鎖は有効な対策であるとしている。また地域への感染拡大を

防ぐためには、早期の学校閉鎖が必要であり消極的学校閉鎖では限られた効果 しかない

ことが示されている。さらに本来生徒間の接触機会を減らすことを目的とする学校閉鎖

が有効であるためには単に学校閉鎖を開鎖するだけではなく、学校以外の場においても

生徒の接触機会も制限する必要があることも示されている。

3)過去のパンデミックでの検討

1918年のスペインかぜにおける米国で学校閉鎖とともに集会の制限における死亡

数との関連性をみた研究がいくつか報告されているが (15-17)、 早期に実施されかつ十

分な期間の閉鎖が行なわれた場合、学校閉鎖と死亡率軽減の間に相関性があることが示

されている。一方で我々の 1957年めアジアインフルエンザの際の学校閉鎖と超過死亡

に関する検討では (18)、 学校閉鎖と累積超過死亡数および超過死亡のピークとの相関

性を認めなかつた。これは 10-20%の欠席児童が発生した時に行う消極的学校閉鎖では

感染者数を軽減することが出来ない可能性を示唆しているものと考えられる。また福見

らによる「アジアかぜ流行史Jによればアジアインフルエンザ当時の東京都の公立小学

校において休校期間が 3日 の場合には再体校率が 35.7%、 4日 の場合には 26・ 5%なの

に対して6日 間の場合には 6.4%と低いことが挙げられている(19)。
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4)新型インフルエンザA/HlNlで の検討

今回の新型インフルエンザ A/HlNlに よるパンデミックでも日本の高校における再生

産係数の推定から積極的学校閉鎖の有効性が報告されており(20)、 またメキシヨの疫学

データを使つたモデルでも早期に学校閉鎖を行えば有意に地域での感染拡大を阻止で

きるとしている(21)。 また各国から学校閉鎖を行つた場合の経験が報告されている(22)。

メキシコシティーや日本の関西では早期に大規模な学校閉鎖を行った結果、流行がいっ

たんは収束している。しかし、これには感染者の隔離t接触者のビ宅待機や予防投薬な

ども同時に行われており学校閉鎖単独の効果を判断する根拠とはならない。ただ新型イ

ンフルエンザA/HlNlで は110代の罹患率が非常に高いことが多くの国で示されているこ

と、日本だけでなく各国で高校などでの流行が数多く報告されていることを考えると、

学校を閉鎖することは地域への感染拡大を抑えるためには一定の効果があると考えら

れる。WHOも 9月 11日 に発表された学校での対策に関する指針の中で新型インフル

エンザ A/HlNlに対する学校閉鎖は早期に行なわれた場合、一定の効果があるとしてい

る(23)。

5)学校閉鎖による社会的コストに関する検討

インフルエンザ流行時の学校閉鎖による社会コストあるいは経済コス トの検討はあ

まりなされていないが、米国における疫学モデルによる検討では、学校閉鎖は介入なし

に比較して家庭での抗ウイルス薬の予防投与と同じ程度の H%の罹患率低下が期待でき

るが人口 1000人 あたりのコストは 270万米国 ドルと非常に高いとされている(24)。 一

方英国での学校閉鎖による収入の減少に関する検討においては、平均して 16%の労働人

口が子供の世話をしているために体校により潜在的に休職する可能性があり、12週間

の休校により 0.2-1.0%の GDPの損失が見込まれるとしている(25)。 これらの経済的損

失はいずれも休校する児童の世話をするための養育者の体業および学校関係者の体業

によつてもたらされると考えられている。Cauchemezら による総説 (1)では、英国にお

いて平均して16%の 労働人口が子供の世話をしているために休校により潜在的に休職す

る可能性があり、12週間の体校により0.2-1.0%の GDPの損失が見込まれることと合わ

せて教育プログラム以外の課外活動などへの影響が問題となる可能性が指摘されてい

る。

6)新型インフアレエンザA/HlNlについての学校閉鎖の各国の対応

今回の新型インフルエンザ A/HlNlについて学校閉鎖についての考え方が、Europeah

Centers for Disease Prevention and COntr01(ECDC)、 アメリカ CDC、 オース トラリ

アなどから出されている。ECDCは 7月 20日 に出したア ドバイスのなかで、積極的学校

閉鎖の公衆衛生上の効果は認めながら新型インフルエンザ A/HlNlについては学校が閉

鎖されることによる社会的・経済的影響を考慮して決定すべきだとしている(26)。 アメ

リカ CDCは、現時点でのウイルスの病原性変化すると言うようなことがない限り、積極

的学校閉鎖 (Preemptive dismissalsと 表現)は必要ないとしている(27)。 これは今回‐

の新型インフルエンザ A/HlNlの流行当初に行なわれた積極的学校閉鎖がさまざまな社
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会的な影響を引き起こしたことに起因している。しかし、病原性の変化が起きた場合に

などは、地域への感染拡大を抑える目的で積極的学校閉鎖を考慮する場合もあり得ると

している。しかし、このような目的で学校閉鎖が行なわれる場合、早期に行なう必要が

あり、スポーツ大会など生徒の集まるイベントの中止なども考慮すべきであるというこ

とも記載されている。また、積極的学校閉鎖に推奨される閉鎖期間としては 577日 間

としている。オース トラリアはインフルエンザ A/HlNlは ほとんどの人に軽症であるた

め、一般に大規模な学校閉鎖はするべきではなく、学校での流行を抑えるために必要だ

と考えられる場合に、学校毎あるいはクラス毎の閉鎖をするべきだとしている(28)。 各

国の考え方を見ると、致死率がそれほど高くないこと、学校閉鎖の経済的 。社会的な影

響などから大規模な学校閉鎖は否定しているが、学校閉鎖の地域への感染拡大を阻止す

る効果については、ある程度期待できるとしている。しかし実際の学校閉鎖の実施にあ

たっては、いろいろな要因を考慮して地域ごとに決めるべきだというのが各国の方針と

なつている。

7)日 本の経験

日本では季節性インフルエンザでも学校閉鎖。学級閉鎖を行つている数少ない国の一

つであり、学校閉鎖に対する社会的な許容度は欧米諸国より高いと考えられる。しかし、

関西で 5月 に行われた大規模な学校閉鎖では社会的な負荷とともに経済的損失 (学校閉

鎖に伴 う直接の損失よりも風評被害などが多かつたと考えられる)が あつたこともあり、

今後、地域で一斉に行なうというような大規模な学校閉鎖を実施することは難 しいと考

えられる。また地域に感染が大規模に広がつてしまうと、地域での感染拡大を防ぐとい

う意味での学校閉鎖の役割はあまり期待できなくなつてしまう。また 8月 の学校の体業

期間にも、スポーツ大会などを通して新型インフルエンザ A/HlNlの感染が多くの地域

で広がったことも考慮する必要がある。このことは、スポーツ大会や塾など学校外で生

徒が集まる機会を減らさないと地域への感染拡大を防ぐために十分な効果が得られな

い可能性を示唆している。

日本で 5月 に初期の流行の見られた、神戸・大阪などでは感染者の出ていない学校を

含めた地域での大規模な学校閉鎖が行なわれたが、病原性のそれほど高くないことがわ

かってきており、今後このような社会的。経済的な影響の大きい大規模な学校閉鎖を行

なうことは難しいと考えられる。しかし、日本ではまだ一部の地域を除いて感染拡大の

早期の段階にあり (2009年 9月 14日 時点)、 地域ごとの積極的学校閉鎖により地域ヘ

感染拡大を遅らせる余地はまだ残されていると考えられる。特にワクチンの接種が 10

月下旬以降に始まることが予定されておりそれまでの間にできるだけ地域への感染拡

大を遅らせることは意味がある。

現在 自治体では学校閉鎖を一律の基準を設定しようとする動きがみられる。一律の基

準を設けることは運用上のメリットはあると思われるが公衆衛生学的には必ずしも正

しい方向性であるとはいえない。特に何の目的のために学校閉鎖・学級閉鎖を行なうの
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かという整理がきちんと行なわれないままに、,季節性インフルエンザに準じて学校閉

鎖 。学級閉鎖の基準が決められている場合も多い。積極的学校閉鎖 。消極的学校閉鎖に     ,
分け、それぞれの目的および実施時期などについて表にまとめてある。すなわちまだ散

発例しか出ておらず、地域に感染が広範に広がっていないような地域ではより積極的な

学校閉鎖・学級閉鎖が考慮されるべきであるし、すでに地域に広く感染が広がってしま

つているような地域ではそのような積極的な対応は必要ないということになる。本来学

校閉鎖・学級閉鎖の実施にあたつては地域の疫学状況、それらの対策を行 うことによる

経済的・社会的影響を考えて個別に判断すべきであると考えられる。

表 :学校閉鎖の種類

積極的学校閉鎖

(Proactive School Closure)

消極的学校閉鎖

(Reactive Schodl Closure)

目的 地域への感染拡大を抑える 欠席者が増えることに対する

学校 (学級)運営上の対応

実施時期の基本的考え方 地域での感染拡大の初期段階 地域である程度感染が拡大 し

て以降

実施の基準 疫学情報から学校のある地域が

流行の初期段階にあると判断さ

れた場合 (注 1)

欠席者がある一定の割合に達

した場合 (地域あるいは学校毎

に決定)

実施期間 5日 から7日 間が必要 状況に応 じて 5日 間よりも短い

場合もあり得る(注 2)

実施にあたつて考慮すべき

事項

1)学校閉鎖を行なった場合の地

域への社会的 。経済的影響

2)地域への感染拡大を抑えるた

めには他の対策も同時に行なう

必要がある

3)学校閉鎖中に生徒が接触する

機会 (ス ポーツ大会・塾など)

も制限する必要がある

1)重症化するリスクのある生

徒の多い場合 (特別支援学級や

基礎疾患を有する生徒など)で

は、より厳 しい基準を考慮すべ

き

(注 1)地域が流行の初期段階にあると判断する基準としては、1)イ ンフルエンザサーベイラン

スでの定点当たりのインフルエンザ患者数、2)近隣の学校での発生状況、3)当 該の学校でのこれ

までの発生状況などが考えられる

(注 2)短期間で学校を再開した場合、再流行も起こり得ることに留意する必要がある
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学校における対策について  (仮訳・ )

新型インフルエンザαlNl)2009 プリーフィングノー ト10

2009年 9月 H日、ンユネープ

WHOは本日、新型インフルエンザ HINlの インパクトを小さくするために学校に

おいて講じることが可能な対策についてのア ドバイスを発表した。当提案は、いく

つかの国々での最近の経験、また、学校臨時休業の保健 日経済・社会的波及につい

ての研究をふまえて作成されたものである。これらの研究は、新型インフルエンザ

についての数理モデルのための非公式ネットワークのメンバーにより行われた。

現時点までの経験により、学校は、学校内及びその地域における新型インフルエン

ザウイルス伝搬を増幅する役割があることが示されている。学校における流行は、

明らかに、現在の新型インフルエンザ流行の重要な構成要素であるが、ウイルス伝

搬のための様々な機会を提供する場である学校において、いかなる単この対策も、

感染の阻止や抑制することはできない。

WHOは、地域における疫学的状況、利用可能な資源、多くの学校が担う社会的役

割に適合可能な、幅広い対策の使用を推奨している。これらの対策について、また、

これらがどのように適合され、実施されるべきかについては、国及び地域の当局が、

最適な判断者である。

WHOは引き続き、体調不良を訴える生徒・教師・その他の職員の自宅待機を勧め

る。在校中に体調不良となった生徒や職員は隔離されるべきであり、そのための場

所が確保されるべきである。

学校では、′手洗いや咳エチケットが奨励されるべきであり、適切な物資が貯蓄され

るべきである。適切な清掃及び換気、また、人の密集する機会を減らすための措置

が勧奨される。

【学校閉鎖及び学級閉鎖】

新型インフルエンザの流行中、学校が閉鎖されるべきか否か、また、いつ閉鎖され

るべきかといつた判断は、複雑であり、また、状況により非常に異なるものである。

wHoは、全ての状況に適用可能な具体的勧告を、学校臨時休業を推奨する、また

は、学校臨時休業に反対する、いずれの立場でも出すことはできない。しかしなが

ら、北・南半球のいくつかの国々における最近の経験、数理モデル、季節性インフ

* 正確な理解のため、原文も参照されることをお勧め します .

http:〃
―

who.int/csr/disease/swincflu/notes/hinl school measures 20090911/en/indcx.html
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ルエンザ流行の経験から、いくつかの一般的原則を導くことができる。

学校臨時休業は、学校における伝搬及びより広い地域への流行拡大を抑制すること

を目的とした、事前措置け oacJVe measure)と して実施されうる。また、生徒及び職

員の欠席数が多くなり、実際上授業を続けられないために、学校閉鎖や学級閉鎖が

行われる場合、それは、事後措置(reacIVO mOasure)で ある。

事前措置としての学校臨時休業の保健上の利益は、ある地域での (新型インフルエ

ンザ)流行拡大を遅らせ、もつて、感染のビークを低くすることによる。特に、新

型インフルエンザピーク時に多くの人が診療を求めることで、医療側受け入れ体制

が目一杯になり破綻する恐れがある中、この利益は重要である。また、学校臨時休

業は、流行拡大を遅らせることにより、時間を稼 ぐことを可能にし、その間に、国

は、準備対策を強化し、ワクチン・抗ウイルス薬・その他の物資供給を確保するこ

とができる。

学校臨時休業のタイミングは、とても重要である。数理モデル研究によれば、学校

臨時休業は、流行の非常に早い段階で 一 理想的には、人口の 1%が罹患する前

に 一 講 じられた場合、最も効果的であると考えられる。理想的想定の下では、

学校臨時休業は、新型インフルエンザ ピーク時において、ヘルスケアの需要を 30

～50%減 らすことが可能である。しか しながら、学校臨時休業のタイミングが、地

域に拡がる流行の経過に照らして、遅すぎた場合、伝搬抑制効果は非常に限定的な

ものとなる可能性が高い。

学校臨時休業に関する方針には、学校外での生徒間の接触を制限する対策も含まれ

る必要がある。もし、生徒が学校以外の場で集まるのであれば、生徒によるウイル

ス伝搬は続き、学校臨時休業の利益は、無くなるとは言わないまでも、非常に小さ

くなるであろう。

【経済的・社会的コスト】

保健担当者及び学校当局は、(学校臨時休業の)判断をする際、これらの考え得る

利益と比較して、不釣り合いな程高い、経済的・社会的コス トがかかる可能性を考

慮する必要がある。

経済的コス ト高騰は、主に、働く親や保護者が、子供の面倒を見るために自宅に留

まらなくてはならないという理由で欠勤することによる。研究によれば、学校臨時

休業のために、通常レベルの欠勤及び疾患による欠勤に加えて、労働人口の 16%

* 正確な理解のため、原文も参照されることをお勧めします。

h¬p:l=…,WhO・int/csr/disease/s、 租neflu/notes/hlnl school measures 200909H/en/index.html
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が欠勤となると推定される:しかしながら、こういつた推定は、労働人口構成とい

った、いくつかの要因に依存し、国によって、かなり異なるであろう。

逆説的であるが、学校臨時休業は、(新型インフルエンザ)ピーク時の保健医療シ

ステムヘの需要を低減することができるが、一方で、医師・看護師も学童の親であ

ることから、学校臨時休業はまた、必須な医療提供を阻害しうる。

判断をする際には、社会福祉的問題も考慮する必要がある。食事提供といつた、非

常に有益な学校をベースとした社会的プログラムが中断される、もしくは、小さい

子供が食事もなく自宅に残されるということになれば、児童の健康 口福利が損なわ

れる可能性がある。

* 正確な理解のため、原文も参照されることをお勧めします。
http:〃ЧⅣv‐who.inぜ csr/disease/swinenu/notes/hinl school measures 20090911/en/index.html
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厚生労働省

健感発第0429001号

平成21年4月 29日

各

「

設漏零

県

]新型インフルエンザ担当部 (局)長 殿

L特
別区 」

厚生労働省健康局結核感染症課長

新型インフルエンザ (豚インフルエンザHl Nl)
に係る症例定義及び届出様式について (平成21年 4月 29日 健感発第0429∞1号厚生労働省結核感染症課長通

知 )

今般、メキシヨや米国等において豚インフルエンサHlNlの感染者が多数発生し、4月 28日 、WHOにおいて、継続的に人か

ら人への感染がみられる状態になったとして、インフルエンザのパンデミック警報レベルをフエーズ4に引き上げる宣言が行われ

たことを受け、新型インフルエンザのまん延を防止するとともに、健康被害を最小限にとどめるため、今般メキシコや米国等で確

認された豚インフルエンザHlNlを 、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成10年法律第114号 )

第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症として位置づけたところです。

つきましては、別紙1の とおりその症例定義を定めるとともに、その発生動向を把握するために、別墾2のとおり届出様式を定

めましたので、各医療機関に対して周知徹底をお願いします。

発生の迅速な把握を目的として、保健所、医療機関、医師会等と連携し、当面の間、感染症発生動向調査実施要領及び下記

の手続きにより、報告及び検体の収集等を行いますので、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

第一段階 (海外発生期)においては、早期発見を目的として、全ての医療機関に対し、感染症と思われる患者の異常な集団

発生 (※ )を確認した場合、保健所を通じて都道府県に電話等を用いて迅速に報告いただきたい旨、併せて医療機関に周知徹

底をお願いします

(※ )感染症と思われる患者の異常な集団発生の例
038度 以上の発熱を伴う原因不明の急性呼吸器疾患の集積
○ 入院を要する肺炎患者の集積
○ 原因不明の呼吸器疾患による死亡例の集積

などが、14日間以内に、2名 以上の集積として、同じ地域から発生した場合、または、疫学的関連がある場合。

なお、新型インフルエンザ(豚インフルエンザウイルスA/Hl Nl)については、いまだ臨床的特徴及び疲学的特徴が、十分

明らかにされていないため、当分の間、別墾工の症例定義を用いて、迅速な報告を求めることとしており、さらなる情報が得られ

れば、81組の症例定義の改訂も検討する予定であることを申し添えます。

記

1 医師は、型組 の症例定義に基づき、新型インフルエンザ (豚インフルエンザウイルスA/HlNl)の疑似症例と診断し

た場合には、直ちに最寄りの保健所に報告する。

2当該報告を受けた保健所はt直ちに、別担2により、FAX等 で厚生労働省及び中央感染症情報センターに届出を行う。

3保健所は、報告を行つた医師と連携して、当該者について検体を採取するとともに、当該者の病原体検査のため、検体

を地方衛生研究所に送付する。

4地方衛生研究所は当該検体を検査し、その結果について保健所を経由して診断した医師に通知するとともに、保健所、

都道府県等の本庁に報告する。

5地方衛生研究所は、当該検体の検査結果において新型インフルエンザ (豚インフルエンザウイルスA/HlNl)を疑わ

しいと判断した場合、国立感染症研究所に検体を送付するとともに、保健所は、理担2により、FAX等で都道府県等の本

庁及び厚生労働省に送付する。

6国立感染症研究所は、地方衛生研究所から検査依頼を受けた検体について検査を実施し、その結果を当該地方衛生

研究所及び中央感染症情報センターヘ通知する。  ヽ

新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)     ・

(1)定 義                                   、

新型インフルエンザウイルス(豚インフルエンザウイルスHl Nl)の 感染による感染症である。

(2)臨床的特徴

咳や鼻水等の気道の炎症に伴う症状に加えて、突然の高熱、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛等を伴うことを特徴とする。なお、

国際的連携のもとに最新の知見を集約し、変更される可能性がある。

(3)届 出基準
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ア患者(確定例)

医師は、(2)の臨床的特徴を有する者のうち、38℃以上の発熱または急性呼吸器症状 *1のある者を診察した結果、症状
や所見から新型インフルエンザ(豚インフルエンザHlNl)が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、新型イン
フルエンザ(豚インフルエンザHlNl)と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならな
い 。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用
いること。

医師は、38℃以上の発熱又は急性呼吸器症状 *1があり、かつ次のア)イ )ウ )工)のいずれかに該当する者であって、インフ
ルエンザ迅速診断キッHこよりA型陽性かつB型陰性となったものを診察した場合、法第12条第1項の規定による届出を直ち
に行わなければならない。

ただし、インフルエンザ迅速診断キットの結果がA型陰性かつB型陰性の場合であつても、医師が臨床的に新型インフルエン
ザ (豚インフルエンザHlNl)の感染を強く疑う場合には、同様の取り扱いとする。

ア)10日 以内に、感染可能期間内 *四こある新型インフルエンザ (豚インフルエンザHlNl)患 者と濃厚な接触歴 (直接接触し
たこと又は2メートル以内に接近したことをいう。以下同様。)を有する者

イ)10日 以内に、新型インフルエンザ(豚インフルエンザHlNl)に感染しているもしくはその疑いがある動物 (豚等)との濃厚な
接触歴を有する者

ウ)10日 以内に、新型インフルエンザウイルス(豚インフルエンザウイルスHl Nl)を 含む患者由来の検体に、防御不十分な状
況で接触した者、あるいはその疑いがある者

工)10日 以内に、新型インフルエンザが蔓延している国又は地域に滞在もしくは旅行した者

ウ 感染症死亡者の死体

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、新型インフルエンザを疑われ、かつ、次の表の
左欄に掲げる検査方法により、新型インフルエンザにより死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を
直ちに行わなければならない。

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用
いること。

医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、新型インフルエンザ(豚インフルエンザHlNl)
により死亡したと疑われる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。

*1急性呼吸器症状 :

急性呼吸器症状とは、最近になつて少なくとも以下の2つ 以上の症状を呈した場合をいう
ア)鼻汁もしくは鼻閉

イ)咽頭痛

ウ)咳嗽
工)発熱または、熱感や悪寒

*2発症1日 前から発症後7日 目までの9日 間とする。

《備考》

診断の際には、新型インフルエンザ(豚インフルエンザHlNl)の流行情報、豚やインフルエンザ症状のある者との接触歴、
渡航歴、職業などの情報を把握することが有用である。

なお、平成21年 4月 29日 現在、確定例の届出に係る検査の一部については整備中である旨申し添える。

1爾

分離・同定による病原体の検出

検体から直接のPCR法 (Real― timePCR法 、Lamp法 等も可)による病原体の
遺伝子の検出

中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体価の有意の上昇)

分離・同定による病原体の検出 喀痰・咽頭ぬぐい液・鼻汁・便・髄液・血液・
その他

検体から直接のPCR法 (Real■mePCR法 、Lamp法 等も可)による病原体の
遺伝子の検出

中和試験による抗体の検出(ペア血清による抗体価の有意の上昇)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医脚 こ88す る法

`ヨ

第 12条第1項 (同条第0コこおいて準用する場合を含む。)

の規定により、以下の通り届け出る

(署名又は E己名押印の こと〉
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③ 領画爾

2009年 4月 下旬の新型インフルエンザ流行の

公表当初から, 日本は国境で感染者を発見するこ

とで, この感染症が国内に侵入するのを阻止すべ

く努力してきた。しかし,5月 中旬に国内での集

団発生が認知され,その後も国内での感染者が報

告された。水際対策の有効性を疑う意見が多くな

り,その是非は国会で議論されるまでに発展した.

本稿では,検疫・水際対策の効果がどのように分

類・分析され,どの程度の有効性が期待できるの

か,理論的に明らかにする。

検疫と入国検査

そもそも,検疫とは,感染した可能性のある人

を通常生活から一定期間だけ分離することである。

国境検疫(水際対策)は,国際的な貿易や人あ移動

を伴う空港・海港における感染症の侵入予防のこ

とを指す。それは主に,入国検査(entty screen―

ing),停留おょび健康監視の3つからなる。).入

国検査は,入国者の感染の有無を検査するもので,

検疫官が航空機や船舶に乗り込んで検査する機内

(臨船)検疫や:健康調査票の回収,発熱症状など

の自己中告を含む。停留とは,感染者と接触した

疑ぃが濃厚な者をホテルなどの個室で一定期間だ

け経過観察することである̀ 健康監視とは,停留

M_D.,Ph.D.,D.IM.&H.

槻 思『 R痣酬『
bgy

Yaielaan 7,υ trecht

3584 CL,Tho Netherlands
Tel:+311(OpO_25“o97
Fax:+31‐ (0)30‐252‐ 1387
E‐ma■ h nthiura@uu.ni

nbhiurah@9mal.∞ m

の対象者以外のすべての者:に 自宅などで外出自粛

を要請し経過観察するものである。健康監視によ

ぅ行動制限が十分に厳格でないとき,水際対策に

よる感染者の侵入防止効果は入国検査に大きく依

存する.  ・

水際対策の効果とは

癖染症や疫学の専門家を含め,水際対策の効果
が各所で議論されてきたが,_部を除いて「検疫

?効果は何か」といぅ基本的認識を欠くものが多
かつた:主な効果は以下の4つに分類される②

:

A発 病者の侵入を抑止する効果.

B.(発病しない者を含む)すべての感染者侵入

を抑止する効果③
.

C。 国内において流行が発生する確率を減らし

める効果・1.

D。 流行が開始する時刻を遅らせる効果.

AおよびBは入国榛査による感染者の発見効率
に依存し,Bの帰結としてcぉ ょびDの疫学的

神果が決定される。Bと Dは国会でも言及された.

インフルエンザ流行を水際で阻止する実行可書ヒ性

を議論するならCも 重要である。これら効果め

別が言及され●ことはぁるが,「 どのくらい」効

果的かという点に関して明らかにされていない。

各効果が定量的に明らかでなけれ成 水際対策を

-1-
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肯定・否定することは困難であり,再流行時の政

策の是非を議論することも難しいだろう。

発病者および感染者の侵入抑止

まず,入国検査によって感染者侵入を防止する

効果(前記Aと Bの定量化)を 考える。この課題

を理論的に明らかにするには4つの情報が必要

である。それは,(1)入国者の感染時刻,(2)流

行地から日本までに要する時間,(3)感染から発

病までの時間(潜伏期間
“
)),(4)感染時の発病確

率,である.流行地(アメリカやメキシヨなど)が

流行初期にある場合,入国者の感染時刻の統計学

的分布は流行地における感染者の増殖率で特徴づ

けられる③
“
)(いいかえれ|£ 流行初期の入国者は:

渡航直前に感染しやすい)。 また,航空機を利用

すれ巳 流行地から日本まで24時間以内に到着

する。たとえ氏 メキシヨシティー成田間の直行

便の飛行時間は約 14時間であり,ニューヨーク

=成
田間では 12時間半,東南アジア諸国やハフイ

から日本までは6時間程度である。新型インフ

ルエンザの潜伏期間は平均が約 1.4日 間と知られ

ている(最長の7日 間が頻回に議論されるが,分
布自体は他のインフルエンザと大きく異ならな

い)。 また一般的に,全感染者の2/3程度のみが

ScP, 20091

発病する(Iの割合をαとする)と 知られている。

図 1(Dは飛行時間の別でみた感染者の侵入抑

制効果である(方法は末尾の付録参照)。 効果は,

入国検査を行わなかった場合に比べて:実施時|ご

どれほど感染者が侵入する確率が減るか, という
侵入確率の相対的減少で表される。1人の感染者

が生み出す 2次感染者数の平均値(基本再生産数,

鳥)を 1.5と し
6),入国者の感染齢(感染後の経過

時刻)分布を計算した。全感染者の 100α%のみ

発病するため,全感染者の侵入を防止する効果は,

顕性感染者(感染者中で発病する者)の それよりも

″倍小さtヽ .飛行時間を6時間あるいは 12時間

とすると,頭性感染者の 1'3%お よび32.5%が

日本到着までに発病し,入国検査で発見されると

期待される。同様に,全感染者侵入の 12.9%お

よび21.7%が入国検査で抑制される.

感染者の発見効率は 10o%で ないことに注意

したい(図 1(B))・ たとえば:サ‐モスキャナ(赤

外線体温計)を利用してもすべての発熱者が捕捉

できるわけではないし,迅速診断キットで発見さ

れるのは感染者の約 60～70%である。仮に,発
見効率が 60～7o%で飛行時間が12時間とする

と,顕性感染者の侵入抑止効果は19.5～ 2218%,

全感染煮のそれは13.0二 15.2%と なる。残り7

割以上の感染者は入国の時点では潜伏期間の途中

60    70    80    90
顕性感染者発見の感度(%)

000o
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にあるか発病しないまま,あ るいは発見されない

ため,(周囲に発病者がいて接触者として停留さ

れない限り)検疫の網の目を潜 り抜けて国内に侵

入する。このことは流行前から知られており,入
国検査による侵入抑制効果は完全ではないことが

議論されそきた0.筆者は,流行前から停留期間

の決定などを研究してきたが。)③,すべての入国

者を十分に長く(9日 間以上)停留しない限り,水
際対策だけで国内侵入を防ぐことは原理的に不可

能なのである。

流行発生確率の滅少効果および遅れ効果

3つ の疫学的情報((1)入国する感染者総数,

(2)顕性感染者と不顕性感染者の再生産数(それぞ

れ 1人あたりの2次感染者数),(3)1人の感染者

が 2次感染者を生み出すのに要する世代時間)を

付カロすることで、前述のCと Dの効果が推定さ 、

れる(υ.入国する感染者総数は時刻とともに増大

するれ ここでは流行初期のみを考えて,lo～

60人の場合を考える:顕性感染者および不顕性

感染者の再生産数Rぉ よび鳥 は11,0.9と す

るlRO=αRs+(1二α)名 およびR=2Rの想定よ

り。)〈つ
)。 また,新型インフノィエンザの平均世代

時間は2.8日 間でし他のインフルエンザと大きく

1科
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異ならない.

図 2(Dに,入国検査による流行発生確率の減

少効果を示す。効果は,入国検査の実施下の未実

施下に対する流行発生確率の相対的減少そ表され

るⅢ2.日本までの飛行時間が6時間のとき,侵入

者総数が 10人,20人であれ|ム 流行発生確率は

3.4%,0.5%だ け減少する。飛行時間が 12時間

のとき,同様の相対的減少は7.5%お よび2.7%

である.入国検査によって減らしめられる流行発

牛確率の相対的減少はlo%未満である。

図2(3)は,入国検査によってもたらされる流

行開始の遅れ効果である。遅れ効果はほとんどな

|く ,半 日未満と推定育れぅ。このことから,今回

くの水野対策に関してなされた「侵入する感染者の
発見は不完全だが,国内発生の報告までの時間を

1稼げたJと いう効果の議論は理論的には支持され

ない。

理論疫学的な検証と現実的問題

飛行時間を約12時間とすると,入国検査では

(1)7割以上め感染者の侵入を防ぐことができず,

●2 
入国検査の実施下の流行発生確率をcl,未実施下の同
確率を●0と すると,相対的減少は(0-Fl)/cOで 与えら
れる:

○ 0

-3-
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(2)流行発生確率の減少効果は10%未満であり,

(3)遅れ効果は半日以上も期待できない, と結論

される。ただし,数理モデルは水際対策の効果を

単純化した入国検査に限って議論したものであり,

現実には以下の要素もある:(a)機 内検疫・接触

者の停留によって濃厚接触者の侵入防止が期待さ

れる(停留の効果)(0。 (b)心理的および間接的効

果として流行の重要性を社会に知らしめ,入国者

が診療を求めたり自宅で待機したりする感染拡大

の防止効果が期待される(健康監視の効果)。 (c)

流行地で出国検査(exit screening)が行われてい・

ないことから, 日本渡航以前に発病した者も搭乗

するため,発病者とその接触者を効率的に診断で

きる(入国検査と停留の効率を上げる)。 しかし,

新型インフルエンザの感染者侵入や流行発生を予

防するうえでは入国検査の直接的効果が最も重要

な役害」を果たすことから,(a)～ (c)に よる水際対

策の効果向上はきわめて限定的と考えられる。

まt2つ の理論的見解をまとめたい。1つ め

は,(すべての入国者を停留できる特別な場合を

除いて)水際対策によって流行を予防したり遅ら

せたりすることに多くを期待できないことであ

る(ac81._方,2つ めとして,水際対策が「無意

味だ。意義がない」あるいは「効果はあった」と

いう一国の観察のみにもとづく単純かつ結果論的

な議論は生産的でない°3.国
内発生の事実だけか

ら効果を疑問視することは簡単だが,効果はゼロ

でなく,科学的かつ客観的検討が議論に必須であ

る。本稿で示した遅れ効果の定量は統計学的分析

の重要性を示唆する。たとえ氏 日本で4月下旬

に水際対策が開始されて以降 集団発生に関わっ

た可能性がある最初の国内感染者の発病(5月 5

日)ま での期間が短かったことから,Dの遅れ効

果はほとんどなかったように感じられる。一九

日本と同様に水際対策を実施した香港では,最初

の輸入感染者の発病から香港内の集団発生までに

。3 これは単純な結果論的解釈を批判するもので,観察デー

タの詳細な分析を批判するものではない.

::i:::i:
図3--2009年 5～6月 の香港における新型インフルエン
ザの流行。文献(9)よ り。自棒は海外からの輸入感染者,

色棒は香港内の2次感染による。

1カ 月以上を要した(図 3)0。 香港のデータを単

独で見ると遅れ効果がある根拠のように感じられ

るが,本稿の分析結果を踏まえると,入国検査以

外の影響(入国する感染者総数や診断頻度の違い)

,ゃ確率的な遅れ(偶然の遅れや2次感染者数分布

の違い)と解釈することが適切かもしれない。よ

り詳しい点は今後の分析で明らかにしたい。

以上を踏まえて,水際対策の現実的および制度

的側面を振り返,ない。最初に自省を込めて書く

が,研究者から水際対策のtll果に対して事前に十

分な発信がなされなかったことを強調したい。

「新型インフルエンザ対策だイドライン」は科学
的根拠をまとめて作られたものであるが,研究者

による科学的知見の提供と,研究者の間でガイド

ラインに批判的吟味を加える姿勢やそれに要する

専門性が十分でなかったことを反省する必要があ

る。こ4は, 自身を含め,関連研究に従事する者

から感染症予防に十分なフィニドバックができな

かつたことを悔いるものである。 とくに,日 本に

は理論的・定量的な疫学的分析を専門にする研究

者が極端に少なく,専門家の育成は最も童要な急

務である
`

批判の矢面に立たされた厚生労働省はどうだろ

うか。国内発年のなかった軍症急性呼吸器症候群

(SARS)以来,十分な定量的検証がないままで

「水際対策」とぃうoの が新たに出現する新興感

染症対策の用語となり,大臣は流行当初に「国内

覇
榊
当
総
艘
絆

¨
]

□ 輸入例

日 香港内発生

○ 0 0 ○
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侵入をIE:卜するため,｀水際作戦の徹底をはかる」
と強調することとなった。この宣伝れ 水際対策

に十分な侵入抑制効果があるという誤解を与え,

これまFの批判的議論を誘導した可能性は否定で

きない.ただし,流行当初にメキショで多くの死
亡が観察されj感染時の重症化が恐れられたこと

::L魚i[省賃:露馨栃露:石段」彗管::r
酷であろう。 ・

,国際機関(世界保健機配 wHO)は どぅだろう

´ヽ.流行直前,ガイドラインにおいて,非発生国

η
S「フエーズ5～oでは国際奎港での入自検査を

考慮することを薦めるJと あったが00,流
行発

生後のWHOは「入国検査を薦ゃない.出国お
よび入国時の検査がィンフルエンザの拡大を減ら
しゃるとは考えない」と,突然に(十分な説明な
く)入甲検査に対する姿勢を極端に変えた。また,

、流行初押の渡航制限も推奨しなかった。ゥィルス
の毒力にもよるであろう力、 メキショで多数の死

´ 亡者が報告された初期には,強い立場で国際的拡

`大す予防するための寒質的な強権発動(旅行者数
の抑制)を してもよ:か ったかoしれない。感染性
と毒力が十分にわからない時期には,詳細力判明
するまでの短期間だけでも,不測の事態に備えた
厳格な対応をすることぃ非難されるものではない ,

からである.Ⅷ oの方針転換が水際対策の理解
を混乱さすた可能性

|ま否定でき現 また,国境で
何の対策も薦めない, とぃぅのは各国に入り込む
感染症を

事置するかのように受け取られても仕方
ない。

今後,どうするべきか

国境検疫の有効性を厳しく検証することは,こ
の対策に関する理解を深めたり,今後のあり方を
考えるうえで有用である。今後のために重要な事
項として,「再流行時に検疫を実施すべきか」と
「国内発生が起こった阻 ぃつ積極的な水際対策

1科
「

通信
                             9191

をやめる、きか」の2つ を明らかにしなければ
ならない。

本稿では,機内検疫を含む入国検査は,潜状期
間途中の者や不顕性感染者を提えることができな
いことから,検疫の網の目を潜り抜けて侵入する
感染者がぃるのは当然であることを示し,流行発
生確率や流行開始時刻に対して大きな影響を与え
ないことを明らかにした。入国者のほとんどを対

家にした大規模な停留措置や旅行者数抑制を現実
的に考慮するょぅな機会がない限り,国境検疫で
国内発生を十分に予防することができない。流行
を引き起こすゥィルスあ毒力が現在と同等のまま
なら1北 再流行時に機内検疫を実施する必要はな
く,必要に応じて健康調査票の回収と自己申告者
の検査をすればよぃ・1 しかし,仮にウィルスが
極端に強毒化した場合やH5Nl型のヒトーヒト間
感染による流行が生じた場合,可能な限り侵入を
抑制するたゅには,(入国検査に加えて)国際協調
の下で大規模な停留か旅行者数抑制を計画する必
要性が生じるかもしれない。

水際対策の中止時期だが,入国検査による感染
者の侵入抑制効果がきわめて限られている以上,

侵入抑制効果のほとんどが入国検査に依存するよ
うな対策をとらてぃる場合は,'いっ中止しようと
もその影響は軽微である。しかし,大規模な停留
や旅行者数の抑制を伴う場合(侵入抑制効果が期
待できる場合),国内の小規模な集団発生をもう
て水際対策の中止に直結させるべきでない。今回
の流行で兵庫県と大阪府でほぼ流行鎮圧に成功し
たように,感染者による|ま とんどの接触を追跡可
能な時点では,(加えそ,大規模停留によって感
染者の入国が効果的に抑制できる特別な条件下に
あれば)い まだ国内の流行拡大が制御可能かもし

-5-
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れないからである。

今回の新型インフル■ンザ流行の第一の教訓は,

(日本国内で行われたような)相当に資源を伴う効

果的な対策が流行早期に行われない限り,一国内

での地域内封じ込めが困難であることがはっきり

したことである。D.つ まり,短期間の間に,感
染者は容易に国境を越えて新たな土地に侵入して

しまう,そのような条件の下で,国際的な流行拡

大および国内での流行発生防止について,不完全

な水際対策にのみ,過度の期待を寄せることは難

しく, その事実や政策判断の根拠は誤解なきよう

国民と共有されるべきである。今後,よ り過激な

国境検疫が求められる可能性も含め,期待される

予防効果や毒力などの疫学的特性,必要とされる

人的資源と物的資源などを十分に吟味したうえで

個々の施策の実施は判断される必要がある.その

ためにも;感染症対策の有効性に関する科学的な

分析と議論がさらに求められている。    
′

付録

流行地(メ キシヨゃアメリカ)の 出発後時刻を″

とし,時刻′=0の感染齢の密度関数をφ(r)と す
る(τ は各感染個体の感染後あ経適時刻←)).流

行

地が流行の初期の場合,φ (r)は

聞 =  ①

で与えられる.″ は内的増殖率と呼ばれ,世代時

間が平均 ■〒2.8日 で指数分布に従うとすると,

基本再生産数鳥を利用して″=lRo二 1)/rgで与

えられるlP。=1.5では″=o,1670).「 (τ)は未発

病者の生存関数で,感染から発病までに要する潜

伏期間の分布関数F(τ)を利用して1-F(τ)で与
えられる.潜伏期間の密度関数を/1r)と すると,

出国後時刻′の発病者密度は

響 =I∞僻 α→
" 

②

である③.潜伏期間は平均 1.4日 間の指数分布に

I                                          S=_ 200?|

従うとす0入 国検査による発病者の侵入防止効

果は,′ を飛行時間とした場合の夕0の分布関数

αのに等しい②.感染時の発病の条件付き確率を

αとすると,感染者の侵入 を防止する効果は

αG(ι)である(図 1).同様の感染齢構造を用いて,

拙著理論(2)を発展することにより,流行発生確率

の減少効果および流行開始の連れ効果を推定した

(図 2).そ の際,世代時間o発症密度(式 (2))と

同様に,齢構造について流行地の内的増殖率を調

整した,
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